
熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金交付要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、重度心身障がい者の医療費助

 成事業を行う市町村に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付

 については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号）及び熊本県健康

 福祉補助金等交付要項（以下「要項」という。）に定めるもののほか、この要領に定める

 ところによる。 

（定義） 

第２条 要項及びこの要領において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該右

 欄に定めるところによる。 

身体障害者手帳

所持者 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規

定により身体障害者手帳の交付を受けた者 

療育手帳所持者  熊本県療育手帳交付要項により療育手帳の交付を受けた者 

福祉手当受給相 

当者 

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２

０７号）別表第１に該当する者 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３ 

号）第４５条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

重度心身障がい

者 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 身体障害者手帳所持者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施

 行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める身体障害

 者障害程度等級表の１級又は２級に該当するもの 

(2) 療育手帳所持者で、その障がいの程度が最重度（Ａ１）又は重度 

 （Ａ２）に該当するもの 

(3) 福祉手当受給相当者 

(4) 精神障害者保健福祉手帳所持者で、その障がいの程度が精神保健及

 び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）

 第６条第３項に定める障害等級１級に該当するもの 

受給資格者 

 

 

 

 重度心身障がい者で、次の各号のすべてに該当し、市町村長が医療費

助成対象者として認定したもの 

(1) 満１歳以上の者で、かつ、県内に住所を有するもの 

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者 

医療保険各法 

 

 

 

 

 

 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

(5) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

(6) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）  

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

医療費 

 

  疾病又は負傷について、医療保険各法に規定する保険給付の対象とな

る費用 



 

 

 

 

 

  ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費、家族移送費

及び傷病手当金を除く。 

（注）医療費には、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１５条

  の規定による医療扶助及び交通事故等による第三者からの賠償とし

  て支払われる医療費を含まない。 

一部負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額 

 ただし、次の各号に係る自己負担額は、一部負担金とみなす。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

令（平成１８年政令第１０号）第１条の２の規定による育成医療、更

生医療及び精神通院医療 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第７０条の規定による療養介護医療 

(3) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２９の規

定による肢体不自由児通所医療及び第２４条の２０の規定による障害

児入所医療 

自己負担額 

 

 

 

 

 当該助成事業において、受給資格者が負担すべき額 

(1) 入院の場合において、同一月の診療分について、１医療機関等（病

院、診療所又は施術所をいう。以下同じ。）につき、２，０４０円 

(2) 入院外の場合において、同一月の診療分又は施術分について、１医

 療機関等につき、１，０２０円 

高額療養費等の 

額 

 医療保険各法の規定による高額療養費の額及び組合管掌健康保険等の

規定による附加給付の額 

（補助金の交付申請） 

第３条 要項第３条第１項の交付申請書の提出期限は、９月３０日とし、その提出部数は、

１部とする。 

２ 要項第３条第２項第１号の事業計画書及び同項第２号の収支予算書は省略するものとし、

 同項第３号のその他必要とする書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 補助金所要額調書（別記様式重医補第１号） 

 (2) 歳入歳出予算書抄本 

 (3) 関係条例、規則等（前年度申請時以降において、改正を行ったときのみ添付） 

（補助金の変更交付申請） 

第４条 要項第５条第２項の変更申請書の提出期限は、１月２０日とし、その提出部数は、

 １部とする。 

２ 要項第５条第２項の変更申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 補助金所要額調書（別記様式重医補第２号） 

 (2) 歳入歳出予算書抄本 

 (3) 関係条例、規則等（前回申請時以降において、改正を行ったときのみ添付） 

（申請の取下げ） 

第５条 要項第６条に規定する申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知 

 を受けた日から起算して１０日を経過した日までとする。 

 



（実績報告） 

第６条 要項第９条第２項第１号の事業実績書及び同項第２号の収支精算書は省略するもの

 とし、同項第３号のその他知事が必要と認める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 補助金精算書（別記様式重医補第３号） 

 (2) 歳入歳出決算見込抄本 

２ 要項第９条第３項の実績報告書の提出期限は、２月末日とし、補助金の交付を概算払 

により受けた場合についても同様とする。また、その提出部数は、１部とする。 

（補助金の交付方法） 

第７条 補助金は、概算払又は精算払により交付するものとする。 

（雑則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１５年６月１９日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この要領中第１条の規定は平成１８年４月１日から、第２条の規定は平成１８年１０月１

日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１８年１０月１６日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。

      附 則 

  この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金交付要領の規定は、平成２０

 年４月１日（以下「適用日」という。）以後の診療又は施術に係る医療費について適用し、

 適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。 

      附 則 

  この要領は、平成２５年６月１日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この要領は、平成３１年１月１５日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この要領は、令和元年６月１２日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 

 



別記様式重医補第１号（第３条関係） 
    年度（    年度）熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金所要額調書 

 
                                                                                                            市町村名                  
 

 
 
 
区  分 

 
 
 
 

 
受給資格 
者証交付 
実 人 員 
 
 
 
      Ａ 

 
助成予定 
延 件 数 
 
 
 
 
      Ｂ 

 
医 療 費 総 額        
 
 
 
 
 
            Ｃ 

 
一部負担金       
の     額 
 
 
 
 
           Ｄ 

 
控   除   額 

 

 
県補助基準額       
 
 
 
D－(E+F+G)       
 
           Ｈ 

 
市 町 村       
助成予定額       
 
 
 
 
           Ｉ 

 
県補助所要額       
 
 
H と I と を 比 較 し て       
少ない方の額    ×1/2 
 
           Ｊ 

 
高額療養費      
の    額 
 
         Ｅ 

 
附 加 給 付      
 
 
         Ｆ 

 
自己負担額      
 
 
         Ｇ 

 
 
 
後期高齢
者医療制
度被保険
者以外 

 
 
 

 
入 
 
院 
 

      人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      件 
 
 
 
 

            円 
 
 
 
 

           円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

           円 
 
 
 
 

           円 
 
 
 
 

           円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入 
 
院 
 
外 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
後期高齢
者医療制
度被保険

者 
 
 
 

 
入 
 
院 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

入 
 
院 
 
外 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

計 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  １ 受給資格者証交付実人員については、８月末現在の数を記入のこと。 
  ２ Ｊ欄の計については、１，０００円未満を切り捨てること。 



別記様式重医補第２号（第４条関係） 
   年度（    年度）熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金所要額調書（変更） 

                                                                                                             市町村名                  
 
 
 
 
区  分 

 
 
 
 
 

 
受給資
格者証
交 付
実人員 
 
      
    Ａ 
 

 
助 成
延件数 
 
 
 
      
  Ｂ 
 

 
医療費総額      
 
 
 
 
           
     Ｃ 
 

 
一部負担金 
の    額 
 
 
 
          
     Ｄ 
 

 
控   除   額 

 

 
県 補 助 
基 準 額 
 
 
D-(E+F+G)      
           
         Ｈ 
 

 
市 町 村 
助 成 額 
 
 
 
           
         Ｉ 
 

 
県 補 助 
所 要 額 
 
HとIとを比較して 
少ない方の額×1/2 
           
         Ｊ 
 

 
既 交 付 
決 定 額 
 
 
 
 
         
Ｋ 

 
差   引 
過 不 足 額      
 
 
J-K 
 
         
Ｌ 

 
高額療養
費 の 額     
         
    Ｅ 
 

 
附加給付     
 
         
       Ｆ 
 

 
自  己
負 担 額     
         
       Ｇ 
 

 
 
 
後期高齢
者医療制
度被保険
者以外 

 
 
 

 
入 
 
院 
 

    人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    件 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

        円 
 
 
 
 

       円 
 
 
 
 

       円 
 
 
 
 

       円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入 
 
院 
 
外 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
後期高齢
者医療制
度被保険

者 
 
 
 

 
入 
 
院 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

入 
 
院 
 
外 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

計 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 １ 受給資格者証交付実人員については、１２月末現在の数を記入のこと。 
 ２ Ｊ欄の計については、１，０００円未満を切り捨てること。 



別記様式重医補第３号（第６条関係） 
   年度（    年度）熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金精算書 

                                                                                                             市町村名                  
 
 
 
 
区  分 

 
 
 
 
 

 
受給資
格者証
交 付
実人員 
 
      
    Ａ 
 

 
助 成
延件数 
 
 
 
      
  Ｂ 
 

 
医療費総額      
 
 
 
 
           
     Ｃ 
 

 
一部負担金 
の    額 
 
 
 
          
     Ｄ 
 

 
控   除   額 

 

 
県 補 助 
基 準 額 
 
 
D-(E+F+G)      
           
         Ｈ 
 

 
市 町 村 
助 成 額 
 
 
 
           
         Ｉ 
 

 
県 補 助 
所 要 額 
 
HとIとを比較して 
少ない方の額×1/2 
           
         Ｊ 
 

 
交 付 済 額      
 
 
 
 
 
         
Ｋ 

 
差  引 

 
 
 
J-K 
 
         
Ｌ 

 
高額療養
費 の 額     
         
    Ｅ 
 

 
附加給付     
 
         
       Ｆ 
 

 
自  己
負 担 額     
         
       Ｇ 
 

 
 
 
後期高齢
者医療制
度被保険
者以外 

 
 
 

 
入 
 
院 
 

    人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    件 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

        円 
 
 
 
 

       円 
 
 
 
 

       円 
 
 
 
 

       円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 

         円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入 
 
院 
 
外 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
後期高齢
者医療制
度被保険

者 
 
 
 

 
入 
 
院 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

入 
 
院 
 
外 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

計 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 １ 受給資格者証交付実人員については、１２月末現在の数を記入のこと。 
 ２ Ｊ欄の計については、１，０００円未満を切り捨てること。 


